
一
頁

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
の
次
に
次
の
目
次
及
び
章
名
を
付
す
る
。

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
）

第
二
章

特
定
事
業
者
に
よ
る
措
置
（
第
四
条
―
第
十
二
条
）

第
三
章

疑
わ
し
い
取
引
に
関
す
る
情
報
の
提
供
等
（
第
十
三
条
・
第
十
四
条
）

第
四
章

監
督
（
第
十
五
条
―
第
十
九
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
二
十
条
―
第
二
十
四
条
）

第
六
章

罰
則
（
第
二
十
五
条
―
第
三
十
一
条
）

附
則

第
一
章

総
則

第
二
条
第
二
項
第
三
十
九
号
中
「
第
二
十
一
条
第
一
項
第
十
五
号
」
を
「
第
二
十
二
条
第
一
項
第
十
五
号
」
に
改
め
る
。



二
頁

第
三
条
第
三
項
中
「
国
家
公
安
委
員
会
」
を
「
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
家
公
安
委
員
会
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

国
家
公
安
委
員
会
は
、
毎
年
、
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
に
係
る
手
口
そ
の
他
の
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
の
状
況
に
関

す
る
調
査
及
び
分
析
を
行
っ
た
上
で
、
特
定
事
業
者
そ
の
他
の
事
業
者
が
行
う
取
引
の
種
別
ご
と
に
、
当
該
取
引
に
よ
る
犯

罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
の
危
険
性
の
程
度
そ
の
他
の
当
該
調
査
及
び
分
析
の
結
果
を
記
載
し
た
犯
罪
収
益
移
転
危
険
度
調
査

書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

４

国
家
公
安
委
員
会
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
集
約
、
整
理
及
び
分
析
並
び
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
及
び
分

析
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
、
特
定
事
業
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
資
料
の
提
出

、
意
見
の
表
明
、
説
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
章
名
を
付
す
る
。

第
二
章

特
定
事
業
者
に
よ
る
措
置

第
四
条
第
一
項
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
二
条
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
取
引
時
確
認
の
結
果
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
特
定
業
務
」
を
「
特
定
業
務
に
係
る
取
引
に
つ
い



三
頁

て
、
当
該
取
引
」
に
、
「
が
あ
り
」
を
「
が
あ
る
か
ど
う
か
」
に
、
「
特
定
業
務
に
関
し
」
を
「
当
該
取
引
に
関
し
」
に
改
め

、
「
が
あ
る
」
の
下
に
「
か
ど
う
か
を
判
断
し
、
こ
れ
ら
の
疑
い
が
あ
る
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同

条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
判
断
は
、
同
項
の
取
引
に
係
る
取
引
時
確
認
の
結
果
、
当
該
取
引
の
態
様
そ
の
他
の
事
情
及
び
第
三

条
第
三
項
に
規
定
す
る
犯
罪
収
益
移
転
危
険
度
調
査
書
の
内
容
を
勘
案
し
、
か
つ
、
主
務
省
令
で
定
め
る
項
目
に
従
っ
て
当

該
取
引
に
疑
わ
し
い
点
が
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
方
法
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
三
十
条
中
「
第
二
十
一
条
第
六
項
各
号
」
を
「
第
二
十
二
条
第
六
項
各
号
」
に
、
「
第
二
十
六
条
」
を
「
第
二
十
七
条
」

に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
一
条
と
す
る
。

第
二
十
九
条
第
一
号
中
「
第
二
十
四
条
」
を
「
第
二
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
二
十
五
条
」
を
「
第
二
十
六

条
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
二
十
六
条
」
を
「
第
二
十
七
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
条
と
す
る
。

第
二
十
八
条
を
第
二
十
九
条
と
し
、
第
二
十
七
条
を
第
二
十
八
条
と
し
、
第
二
十
六
条
を
第
二
十
七
条
と
す
る
。



四
頁

第
二
十
五
条
第
一
号
中
「
第
十
四
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
、
「
第
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
、

同
条
第
二
号
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
」
に
、
「
第
十
八
条
第
三
項
」
を
「
第
十
九
条
第
三
項
」
に
改

め
、
同
条
を
第
二
十
六
条
と
す
る
。

第
二
十
四
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
中
「
第
十
七
条
」
を
「
第
十
八
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
五
条
と
す
る
。

第
二
十
三
条
を
第
二
十
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
章
名
を
付
す
る
。

第
六
章

罰
則

第
二
十
二
条
を
第
二
十
三
条
と
す
る
。

第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
九
条
」
に
改
め
、
「
係
る
第
九
条
」
の
下
に
「
及
び
第
十
条
」
を
加
え

、
同
条
第
六
項
中
「
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
」
を
「
第
十
七
条
及
び
第
十
八
条
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
中
「
第
十
四
条
か

ら
第
十
八
条
ま
で
」
を
「
第
十
五
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。

第
二
十
条
を
第
二
十
一
条
と
し
、
第
十
九
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。

第
十
八
条
第
三
項
中
「
第
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を

「
第
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
九
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
章
名
を
付
す
る
。



五
頁

第
五
章

雑
則

第
十
七
条
中
「
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
九
条
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
九
条
又
は
第
十
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十

八
条
と
す
る
。

第
十
六
条
を
第
十
七
条
と
し
、
第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
十
四
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
三
条
を
第
十
四
条
と
し

、
同
条
の
次
に
次
の
章
名
を
付
す
る
。

第
四
章

監
督

第
十
二
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
一
条
を
第
十
二
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
章
名
を
付
す
る
。

第
三
章

疑
わ
し
い
取
引
に
関
す
る
情
報
の
提
供
等

第
十
条
中
「
疑
わ
し
い
取
引
の
届
出
等
の
措
置
」
の
下
に
「
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
取
引
時
確
認
等
の
措
置
」
と
い
う

。
）
」
を
加
え
、
「
使
用
人
に
対
す
る
教
育
訓
練
の
実
施
そ
の
他
の
必
要
な
体
制
の
整
備
」
を
「
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る

よ
う
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

使
用
人
に
対
す
る
教
育
訓
練
の
実
施

二

取
引
時
確
認
等
の
措
置
の
実
施
に
関
す
る
規
程
の
作
成



六
頁

三

取
引
時
確
認
等
の
措
置
の
的
確
な
実
施
の
た
め
に
必
要
な
監
査
そ
の
他
の
業
務
を
統
括
管
理
す
る
者
の
選
任

四

そ
の
他
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
犯
罪
収
益
移
転
危
険
度
調
査
書
の
内
容
を
勘
案
し
て
講
ず
べ
き
も
の
と
し
て
主
務

省
令
で
定
め
る
措
置

第
十
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
（
第
二
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
及
び
第
三
十
号
に
掲
げ
る
特
定
事
業
者
に
限
る
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
及
び
「
本
邦
の
域
外
に
あ
る
国
又
は
地
域
を
い
い
、
」
を
削
り
、
「
外
国
に
所
在
し
て
業
と
し

て
為
替
取
引
を
行
う
者
を
い
う
」
を
「
当
該
政
令
で
定
め
る
国
又
は
地
域
に
所
在
す
る
も
の
を
除
く
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十

条
と
し
、
第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
外
国
所
在
為
替
取
引
業
者
と
の
契
約
締
結
の
際
の
確
認
）

第
九
条

特
定
事
業
者
（
第
二
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
及
び
第
三
十
号
に
掲
げ
る
特
定
事
業
者
に
限
る
。
次
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
外
国
所
在
為
替
取
引
業
者
（
外
国
（
本
邦
の
域
外
に
あ
る
国
又
は
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
所
在
し
て
業
と
し
て
為
替
取
引
を
行
う
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
の
間
で
、
為
替
取
引
を
継
続
的
に
又
は
反
復
し
て

行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
を
締
結
す
る
に
際
し
て
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
外
国
所
在
為
替
取
引



七
頁

業
者
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
外
国
所
在
為
替
取
引
業
者
が
、
第
四
条
、
前
三
条
及
び
次
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
相
当
す
る
措
置
（
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
取
引
時
確
認
等
相
当
措
置
」
と
い
う
。
）
を
的
確
に
行
う
た
め
に
必
要
な
営
業
所
そ
の
他
の
施
設
並
び
に

取
引
時
確
認
等
相
当
措
置
の
実
施
を
統
括
管
理
す
る
者
を
当
該
外
国
所
在
為
替
取
引
業
者
の
所
在
す
る
国
又
は
当
該
所
在

す
る
国
以
外
の
外
国
に
置
き
、
か
つ
、
取
引
時
確
認
等
相
当
措
置
の
実
施
に
関
し
、
第
十
五
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
に
規

定
す
る
行
政
庁
の
職
務
に
相
当
す
る
職
務
を
行
う
当
該
所
在
す
る
国
又
は
当
該
外
国
の
機
関
の
適
切
な
監
督
を
受
け
て
い

る
状
態
（
次
号
に
お
い
て
単
に
「
監
督
を
受
け
て
い
る
状
態
」
と
い
う
。
）
に
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
取
引
時
確
認
等
相
当

措
置
を
的
確
に
行
う
た
め
に
必
要
な
基
準
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。

二

当
該
外
国
所
在
為
替
取
引
業
者
が
、
業
と
し
て
為
替
取
引
を
行
う
者
で
あ
っ
て
監
督
を
受
け
て
い
る
状
態
に
な
い
も
の

と
の
間
で
為
替
取
引
を
継
続
的
に
又
は
反
復
し
て
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
を
締
結
し
て
い
な
い
こ
と
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。



八
頁

た
だ
し
、
第
三
条
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
第
八
条
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に

行
わ
れ
る
取
引
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
取
引
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
三
条

前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
調
整
規
定
）

第
四
条

施
行
日
が
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
九

号
）
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
法
第
十
八
条
の
う
ち
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
第
二
十
一

条
第
八
項
の
改
正
規
定
中
「
第
二
十
一
条
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
十
二
条
第
八
項
」
と
す
る
。



九
頁

理

由

最
近
に
お
け
る
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
に
係
る
状
況
等
に
鑑
み
、
疑
わ
し
い
取
引
の
届
出
に
関
す
る
判
断
の
方
法
、
外
国

所
在
為
替
取
引
業
者
と
の
契
約
締
結
の
際
の
確
認
義
務
、
犯
罪
収
益
移
転
危
険
度
調
査
書
の
作
成
等
に
係
る
国
家
公
安
委
員
会

の
責
務
等
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


